
　障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第２７条第１項の規
定に基づき、同法第２８条に規定する業務を行う者を指定したので、同法第２７条第２項
の規定に基づき、次のとおり公告する。
　　令和７年６月２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　指定を受けた者の名称
　　特定非営利活動法人えちぜん青少年自立援助センター　
２　住所
　　福井県越前市小野谷町１４号１番地１１
３　事務所の所在地
　　福井県越前市幸町１番２号　オノダニビル１階
４　指定年月日
　　令和７年５月２７日
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